
検討プロセス

【検討の開始時期】

・新たに施設整備を行うための基本構想や基本計画を策定する場合

・施設の運営等の見直しを行う場合

・インフラ長寿命化基本計画の個別計画の策定又は改定を行うとき

・土地等の資産等の有効活用を検討する場合

・施設の集約化又は複合化等を検討する場合

対象 対象外

【対象事業】

・建築物の整備等に関する事業又は利用料金の徴収を行うもの

【規模等】

・事業費総額が１０億円以上（建設又は改修を含むものに限る）

・単年度の事業費が１億円以上（運営等のみを行うものに限る）

左記以外

・ＢＴＯ方式
・民間提案等

有利 不利

有利 不利

⑥　PPP/PFI手法を導入

※簡易な検討の趣旨は、PPP/PFI手法に適しないことが明
らかな事業を詳細な検討から除外すること

※簡易な検討の結果、PPP/PFI手法に優位性が認められる
可能性があるものについて、詳細な検討を実施する。

①　PPP/PFI手法導入の検討の開始

②　対象事業

③　適切なPPP/PFI手法の選択

④　簡易な検討

⑤　詳細な検討

事業実績に照
らし、採用手
法の導入が
適切である場
合

検討対象外

ＰＰＰ/ＰＦＩ不採用

評価結果公表

ＰＰＰ/ＰＦＩ不採用

評価結果公表


